
東

京

都

北

区

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

六

月

十

九

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

一

号

東

京

都

北

区

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

条

例

（

設

置

）

第

一

条

新

た

な

産

業

の

担

い

手

の

育

成

、

創

業

及

び

新

規

事

業

へ

の

参

入

の

支

援

並

び

に

北

区

観

光

の

魅

力

の

発

信

を

推

進

す

る

こ

と

に

よ

り

、

も

っ

て

地

域

産

業

の

活

性

化

を

図

る

た

め

、

東

京

都

北

区

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

（

以

下

「

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

」

と

い

う

。

）

を

東

京

都

北

区

赤

羽

一

丁

目

六

十

七

番

六

十

二

号

に

設

置

す

る

。

（

事

業

）

第

二

条

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

は

、

次

に

掲

げ

る

事

業

を

行

う

。

一

新

た

な

産

業

の

担

い

手

を

育

成

す

る

た

め

の

各

種

の

講

座

及

び

交

流

会

等

の

実

施

に

関

す

る

こ

と

。

二

起

業

家

及

び

区

内

中

小

企

業

者

の

発

掘

及

び

育

成

、

経

営

の

安

定

並

び

に

成

長

の

促

進

に

関

す

る

こ

と

。

三

観

光

及

び

創

業

等

に

関

す

る

情

報

の

発

信

に

関

す

る

こ

と

。

四

前

三

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

事

業

（

施

設

）

第

三

条

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

に

は

、

次

に

掲

げ

る

施

設

を

設

け

る

。

一

イ

ベ

ン

ト

ス

ペ

ー

ス
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二

会

議

室

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

必

要

と

認

め

る

施

設

（

開

館

時

間

等

）

第

四

条

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

の

開

館

時

間

及

び

休

館

日

は

、

東

京

都

北

区

規

則

（

以

下

「

規

則

」

と

い

う

。

）

で

定

め

る

。

（

使

用

対

象

者

）

第

五

条

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

の

う

ち

、

別

表

に

掲

げ

る

施

設

（

以

下

「

貸

出

施

設

」

と

い

う

。

）

及

び

規

則

で

定

め

る

附

帯

設

備

（

以

下

「

施

設

等

」

と

い

う

。

）

を

使

用

で

き

る

も

の

は

、

次

に

掲

げ

る

も

の

と

す

る

。

一

地

域

産

業

の

活

性

化

に

寄

与

す

る

事

業

を

行

う

も

の

二

区

内

で

創

業

し

よ

う

と

す

る

も

の

三

前

二

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

適

当

と

認

め

る

も

の

（

使

用

の

承

認

）

第

六

条

施

設

等

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

も

の

（

第

八

条

の

施

設

公

開

時

間

に

お

い

て

貸

出

施

設

を

使

用

し

よ

う

と

す

る

者

を

除

く

。

）

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

申

請

し

、

区

長

の

承

認

を

受

け

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

区

長

は

、

前

項

の

承

認

を

す

る

際

に

、

管

理

上

必

要

な

条

件

を

付

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

使

用

の

不

承

認

）
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第

七

条

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

き

は

、

前

条

第

一

項

の

承

認

を

し

な

い

。

一

公

益

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

二

公

の

秩

序

又

は

善

良

な

風

俗

を

害

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

三

施

設

等

を

毀

損

す

る

お

そ

れ

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

四

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

の

管

理

上

支

障

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

五

前

各

号

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

区

長

が

使

用

を

不

適

当

と

認

め

る

と

き

。

（

施

設

公

開

時

間

）

第

八

条

区

長

は

、

貸

出

施

設

の

使

用

に

つ

い

て

、

施

設

公

開

時

間

（

貸

切

り

の

取

扱

い

を

し

な

い

日

及

び

当

該

日

の

貸

切

り

の

取

扱

い

を

し

な

い

時

間

で

あ

っ

て

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

登

録

を

受

け

た

個

人

の

み

が

使

用

す

る

こ

と

が

で

き

る

日

及

び

時

間

を

い

う

。

第

三

項

及

び

次

条

第

三

項

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

定

め

る

こ

と

が

で

き

る

。

２

第

六

条

第

二

項

、

前

条

及

び

第

十

三

条

の

規

定

は

、

前

項

の

登

録

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

前

条

第

三

号

中

「

施

設

等

」

と

あ

る

の

は

「

貸

出

施

設

」

と

、

第

十

三

条

第

一

号

中

「

第

七

条

第

一

号

」

と

あ

る

の

は

「

第

八

条

第

二

項

に

お

い

て

読

み

替

え

て

準

用

す

る

第

七

条

第

一

号

」

と

、

同

条

第

四

号

中

「

施

設

等

」

と

あ

る

の

は

「

貸

出

施

設

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

３

第

十

二

条

及

び

第

十

六

条

の

規

定

は

、

施

設

公

開

時

間

に

お

い

て

貸

出

施

設

を

使

用

す

る

者
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に

つ

い

て

準

用

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

い

て

、

第

十

二

条

中

「

施

設

等

」

と

あ

る

の

は

、

「

貸

出

施

設

」

と

読

み

替

え

る

も

の

と

す

る

。

（

使

用

料

）

第

九

条

施

設

等

の

使

用

承

認

を

受

け

た

も

の

（

以

下

「

使

用

者

」

と

い

う

。

）

は

、

別

表

に

定

め

る

施

設

使

用

料

及

び

規

則

で

定

め

る

附

帯

設

備

使

用

料

（

以

下

こ

の

条

及

び

次

条

に

お

い

て

「

使

用

料

」

と

い

う

。

）

を

前

納

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

２

区

長

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

使

用

料

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

３

施

設

公

開

時

間

に

お

け

る

貸

出

施

設

の

施

設

使

用

料

は

、

無

料

と

す

る

。

（

使

用

料

の

不

還

付

）

第

十

条

既

納

の

使

用

料

は

、

還

付

し

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り

、

そ

の

全

部

又

は

一

部

を

還

付

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

使

用

権

の

譲

渡

等

の

禁

止

）

第

十

一

条

使

用

者

は

、

使

用

の

権

利

を

譲

渡

し

、

又

は

転

貸

し

て

は

な

ら

な

い

。

（

特

別

の

設

備

の

禁

止

等

）

第

十

二

条

使

用

者

は

、

施

設

等

に

特

別

の

設

備

を

し

、

又

は

変

更

を

加

え

て

は

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

あ

ら

か

じ

め

区

長

の

承

認

を

受

け

た

と

き

は

、

こ

の

限

り

で

な

い

。

（

使

用

承

認

の

取

消

し

等

）
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第

十

三

条

区

長

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

と

認

め

た

と

き

は

、

使

用

承

認

を

取

り

消

し

、

又

は

使

用

を

停

止

し

、

若

し

く

は

制

限

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

一

第

七

条

第

一

号

か

ら

第

四

号

ま

で

の

い

ず

れ

か

に

該

当

し

た

と

き

。

二

こ

の

条

例

又

は

こ

の

条

例

に

基

づ

く

規

則

に

違

反

し

た

と

き

。

三

使

用

目

的

又

は

使

用

条

件

に

違

反

し

た

と

き

。

四

災

害

そ

の

他

の

事

故

に

よ

り

施

設

等

が

使

用

で

き

な

く

な

っ

た

と

き

。

五

工

事

そ

の

他

の

都

合

に

よ

り

区

長

が

特

に

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

。

（

使

用

承

認

内

容

の

変

更

禁

止

）

第

十

四

条

使

用

者

は

、

使

用

承

認

内

容

の

変

更

を

申

し

出

る

こ

と

が

で

き

な

い

。

（

原

状

回

復

の

義

務

）

第

十

五

条

使

用

者

は

、

施

設

等

の

使

用

を

終

了

し

た

と

き

は

、

直

ち

に

原

状

に

回

復

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

第

十

三

条

の

規

定

に

よ

り

使

用

承

認

を

取

り

消

さ

れ

、

又

は

使

用

を

停

止

さ

れ

た

と

き

も

同

様

と

す

る

。

（

損

害

賠

償

の

義

務

）

第

十

六

条

使

用

者

は

、

赤

羽

イ

ノ

ベ

ー

シ

ョ

ン

サ

イ

ト

に

損

害

を

与

え

た

と

き

は

、

そ

の

損

害

を

賠

償

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

た

だ

し

、

区

長

が

や

む

を

得

な

い

理

由

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は

、

こ

れ

を

減

額

し

、

又

は

免

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

（

委

任

）
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第

十

七

条

こ

の

条

例

の

施

行

に

つ

い

て

必

要

な

事

項

は

、

規

則

で

定

め

る

。

付

則

（

施

行

期

日

）

１

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

起

算

し

て

一

年

を

超

え

な

い

範

囲

内

に

お

い

て

規

則

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

次

項

の

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

準

備

行

為

）

２

施

設

等

の

使

用

申

請

そ

の

他

使

用

の

た

め

に

必

要

な

準

備

行

為

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

前

に

お

い

て

も

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

別

表

（

第

五

条

、

第

九

条

関

係

）

一

使

用

者

が

区

民

で

あ

る

場

合

使

用

区

分

午

前

午

後

夜

間

（

午

前

十

時

か

ら

午

後

零

（

午

後

一

時

か

ら

午

後

五

（

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

施

設

名

時

ま

で

）

時

ま

で

）

時

ま

で

）

イ

ベ

ン

ト

ス

ペ

ー

ス

一

、

二

二

〇

円

三

、

二

八

〇

円

二

、

二

〇

〇

円

会

議

室

三

〇

〇

円

八

二

〇

円

五

四

〇

円

二

使

用

者

が

区

民

以

外

で

あ

る

場

合

使

用

区

分

午

前

午

後

夜

間
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（

午

前

十

時

か

ら

午

後

零

（

午

後

一

時

か

ら

午

後

五

（

午

後

六

時

か

ら

午

後

八

施

設

名

時

ま

で

）

時

ま

で

）

時

ま

で

）

イ

ベ

ン

ト

ス

ペ

ー

ス

一

、

八

二

〇

円

四

、

九

二

〇

円

三

、

三

〇

〇

円

会

議

室

四

四

〇

円

一

、

二

二

〇

円

八

〇

〇

円

備

考

こ

の

表

に

お

い

て

、

区

民

と

は

、

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

、

区

内

に

事

務

所

を

有

す

る

団

体

又

は

区

内

に

住

所

を

有

す

る

者

を

主

た

る

構

成

員

と

す

る

団

体

そ

の

他

区

長

が

適

当

と

認

め

る

も

の

を

い

う

。
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東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

六

月

十

九

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

二

号

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

手

数

料

条

例

（

平

成

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

二

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

別

表

第

一

の

七

十

八

の

項

⑴

中

「

場

合

」

を

「

場

合

開

発

区

域

の

面

積

に

応

じ

次

に

掲

げ

る

額

」

に

、

「

三

万

四

千

円

」

を

「

三

万

九

千

円

」

に

、

「

六

万

五

千

円

」

を

「

七

万

六

千

円

」

に

、

「

十

三

万

三

千

円

」

を

「

十

四

万

九

千

円

」

に

、

「

二

十

万

円

」

を

「

二

十

二

万

五

千

円

」

に

、

「

二

十

六

万

千

円

」

を

「

三

十

万

五

千

円

」

に

、

「

三

十

三

万

七

千

円

」

を

「

三

十

七

万

円

」

に

、

「

四

十

六

万

円

」

を

「

四

十

九

万

七

千

円

」

に

改

め

、

同

項

⑵

中

「

場

合

」

を

「

場

合

開

発

区

域

の

面

積

に

応

じ

次

に

掲

げ

る

額

」

に

、

「

二

万

円

」

を

「

二

万

千

円

」

に

、

「

四

万

六

千

円

」

を

「

五

万

千

円

」

に

、

「

十

万

円

」

を

「

十

一

万

三

千

円

」

に

、

「

十

八

万

五

千

円

」

を

「

二

十

万

四

千

円

」

に

、

「

三

十

万

七

千

円

」

を

「

三

十

四

万

円

」

に

、

「

四

十

一

万

五

千

円

」

を

「

四

十

五

万

七

千

円

」

に

、

「

五

十

二

万

千

円

」

を

「

五

十

六

万

七

千

円

」

に

、

「

七

十

三

万

七

千

円

」

を

「

七

十

九

万

五

千

円

」

に

改

め

、

同

項

⑶

中

「

場

合

」

を

「

場

合

開

発

区

域

の

面

積

に

応

じ

次

に

掲

げ

る

額

」

に

、

「

十

三

万

千

円

」

を

「

十

四

万

千

円

」

に

、

「

一

件

に

つ

き

十

九

万

九

千

円

」

を

「

一

件

に

つ

き

二

十

一

万

五

千

円

」

に

、

「

二

十

九

万

二

千

円

」

を

「

三

十

二

万

円

」

に

、

「

三

十

四

万

八

千

円

」

を

「

三

十

七

万

九

千

円

」

に

、

「

五

十

二

万

五

千

円

」

を

「

五

十

七

万

三

千

円

」

に

、

「

五

十

九

万

九

千

円

」

を

「

六

十

五

万

四

千

円

」

に

、

「

七

十

四

万

六

千

円

」

- 1 -



を

「

八

十

万

八

千

円

」

に

、

「

百

万

四

千

円

」

を

「

百

八

万

千

円

」

に

改

め

、

同

表

七

十

九

の

項

中

「

百

万

四

千

円

」

を

「

百

八

万

千

円

」

に

改

め

、

同

表

八

十

二

の

項

中

「

用

紙

一

枚

」

を

「

一

通

」

に

改

め

、

同

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

八

十

二

の

二

都

市

計

画

法

施

証

明

書

の

交

一

通

に

つ

き

九

百

円

交

付

申

請

行

規

則

（

昭

和

四

十

四

年

建

付

手

数

料

の

と

き

。

設

省

令

第

四

十

九

号

）

第

六

十

条

の

規

定

に

基

づ

く

証

明

書

の

交

付

八

十

二

の

三

宅

地

造

成

及

び

宅

地

造

成

、

⑴

宅

地

造

成

又

は

特

定

盛

土

等

許

可

申

請

特

定

盛

土

等

規

制

法

（

昭

和

特

定

盛

土

等

を

行

う

場

合

切

土

又

は

盛

土

の

と

き

。

三

十

六

年

法

律

第

百

九

十

一

又

は

土

石

の

を

す

る

土

地

の

面

積

に

応

じ

次

号

）

第

十

二

条

第

一

項

の

規

堆

積

工

事

許

に

掲

げ

る

額

定

に

基

づ

く

宅

地

造

成

等

に

可

申

請

手

数

ア

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

関

す

る

工

事

の

許

可

の

申

請

料

の

も

の

二

万

円

に

対

す

る

審

査

イ

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

- 2 -



の

も

の

三

万

四

千

円

ウ

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

五

万

四

千

円

エ

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

八

万

九

千

円

オ

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

一

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

十

二

万

三

千

円

カ

一

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

二

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

二

十

万

千

円

キ

二

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

四

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

二

十

二

万

円

ク

四

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

七

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

- 3 -



内

の

も

の

二

十

七

万

五

千

円

ケ

七

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

十

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

三

十

六

万

四

千

円

コ

十

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

も

の

五

十

三

万

三

千

円

⑵

土

石

の

堆

積

を

行

う

場

合

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

の

面

積

に

応

じ

次

に

掲

げ

る

額

ア

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

一

万

八

千

円

イ

五

百

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

二

万

八

千

円

ウ

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超
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え

、

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

三

万

五

千

円

エ

二

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

五

万

四

千

円

オ

五

千

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

一

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

六

万

六

千

円

カ

一

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

二

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

十

二

万

千

円

キ

二

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

四

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

十

三

万

四

千

円

ク

四

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

、

七

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

十

六

万

三

千

円

ケ

七

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

- 5 -



え

、

十

万

平

方

メ

ー

ト

ル

以

内

の

も

の

二

十

万

七

千

円

コ

十

万

平

方

メ

ー

ト

ル

を

超

え

る

も

の

二

十

九

万

二

千

円

八

十

二

の

四

宅

地

造

成

及

び

宅

地

造

成

、

⑴

宅

地

造

成

又

は

特

定

盛

土

等

変

更

申

請

特

定

盛

土

等

規

制

法

第

十

六

特

定

盛

土

等

を

行

う

場

合

変

更

許

可

申

請

の

と

き

。

条

第

一

項

の

規

定

に

基

づ

く

又

は

土

石

の

一

件

に

つ

き

、

次

に

掲

げ

る

額

宅

地

造

成

等

に

関

す

る

工

事

堆

積

工

事

変

を

合

算

し

た

額

。

た

だ

し

、

そ

に

関

す

る

計

画

の

変

更

許

可

更

許

可

申

請

の

額

が

五

十

三

万

三

千

円

を

超

の

申

請

に

対

す

る

審

査

手

数

料

え

る

と

き

は

、

そ

の

手

数

料

の

額

は

、

五

十

三

万

三

千

円

と

す

る

。

ア

宅

地

造

成

又

は

特

定

盛

土

等

に

関

す

る

工

事

の

設

計

の

変

更

（

イ

の

み

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

- 6 -



は

、

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

の

面

積

（

イ

に

規

定

す

る

変

更

を

伴

う

場

合

に

あ

つ

て

は

変

更

前

の

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

の

面

積

、

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

の

縮

小

を

伴

う

場

合

に

あ

つ

て

は

縮

小

後

の

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

の

面

積

）

に

応

じ

前

項

に

規

定

す

る

額

に

十

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

額

イ

新

た

な

土

地

の

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

へ

の

編

入

に

係

る

宅

地

造

成

又

は

特

定

盛

土

等

に

関

す

る

工

事

の

設

計

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

新

た

に

編

入

さ

れ

た

切

土

又

は

盛

土

を

す

る

土

地

の

面

積

に

- 7 -



応

じ

前

項

に

規

定

す

る

額

ウ

そ

の

他

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

一

万

五

千

円

⑵

土

石

の

堆

積

を

行

う

場

合

変

更

許

可

申

請

一

件

に

つ

き

、

次

に

掲

げ

る

額

を

合

算

し

た

額

。

た

だ

し

、

そ

の

額

が

二

十

九

万

二

千

円

を

超

え

る

と

き

は

、

そ

の

手

数

料

の

額

は

、

二

十

九

万

二

千

円

と

す

る

。

ア

土

石

の

堆

積

に

関

す

る

工

事

の

設

計

の

変

更

（

イ

の

み

に

該

当

す

る

場

合

を

除

く

。

）

に

つ

い

て

は

、

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

の

面

積

（

イ

に

規

定

す

る

変

更

を

伴

う

場

合

に

あ

つ

て

は

変

更

前

の

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

- 8 -



の

面

積

、

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

の

縮

小

を

伴

う

場

合

に

あ

つ

て

は

縮

小

後

の

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

の

面

積

）

に

応

じ

前

項

に

規

定

す

る

額

に

十

分

の

一

を

乗

じ

て

得

た

額

イ

新

た

な

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

へ

の

編

入

に

係

る

土

石

の

堆

積

に

関

す

る

工

事

の

設

計

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

新

た

に

編

入

さ

れ

た

土

石

の

堆

積

を

す

る

土

地

の

面

積

に

応

じ

前

項

に

規

定

す

る

額

ウ

そ

の

他

の

変

更

に

つ

い

て

は

、

一

万

五

千

円

八

十

二

の

五

宅

地

造

成

及

び

証

明

書

の

交

一

通

に

つ

き

九

百

円

交

付

申

請

- 9 -



特

定

盛

土

等

規

制

法

施

行

規

付

手

数

料

の

と

き

。

則

（

昭

和

三

十

七

年

建

設

省

令

第

三

号

）

第

八

十

八

条

の

規

定

に

基

づ

く

証

明

書

の

交

付

八

十

二

の

六

宅

地

造

成

及

び

盛

土

規

制

法

一

通

に

つ

き

七

百

円

交

付

申

請

特

定

盛

土

等

規

制

法

施

行

条

調

書

の

写

し

の

と

き

。

例

（

令

和

六

年

東

京

都

条

例

の

交

付

手

数

第

三

十

六

号

）

第

五

条

第

三

料

項

の

規

定

に

基

づ

く

盛

土

規

制

法

調

書

の

写

し

の

交

付

別

表

第

一

中

百

二

十

七

の

二

の

項

を

百

二

十

七

の

二

の

三

の

項

と

し

、

百

二

十

七

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

百

二

十

七

の

二

建

築

基

準

法

既

存

建

築

物

一

件

に

つ

き

二

万

八

千

円

認

定

申

請

施

行

令

第

百

三

十

七

条

の

十

の

敷

地

と

道

の

と

き

。

- 10 -



二

第

六

項

の

規

定

に

基

づ

く

路

と

の

関

係

既

存

の

建

築

物

に

対

す

る

制

の

制

限

の

緩

限

の

緩

和

に

係

る

認

定

の

申

和

に

係

る

認

請

に

対

す

る

審

査

定

申

請

手

数

料

百

二

十

七

の

二

の

二

建

築

基

既

存

建

築

物

一

件

に

つ

き

二

万

八

千

円

認

定

申

請

準

法

施

行

令

第

百

三

十

七

条

の

道

路

内

の

の

と

き

。

の

十

二

第

七

項

の

規

定

に

基

建

築

制

限

の

づ

く

既

存

の

建

築

物

に

対

す

緩

和

に

係

る

る

制

限

の

緩

和

に

係

る

認

定

認

定

申

請

手

の

申

請

に

対

す

る

審

査

数

料

付

則

こ

の

条

例

は

、

令

和

六

年

七

月

三

十

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

た

だ

し

、

別

表

第

一

中

百

二

十

七

の

二

の

項

を

百

二

十

七

の

二

の

三

の

項

と

し

、

百

二

十

七

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

改

正

規

定

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

大

気

汚

染

障

害

者

認

定

審

査

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

六

月

十

九

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

三

号

東

京

都

北

区

大

気

汚

染

障

害

者

認

定

審

査

会

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

大

気

汚

染

障

害

者

認

定

審

査

会

条

例

（

昭

和

五

十

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

八

条

中

「

福

祉

部

障

害

福

祉

課

」

を

「

健

康

部

健

康

政

策

課

」

に

改

め

る

。

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

公

布

す

る

。

令

和

六

年

六

月

十

九

日

東

京

都

北

区

長

山

田

加

奈

子



東

京

都

北

区

条

例

第

二

十

四

号

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

東

京

都

北

区

立

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

条

例

（

平

成

二

十

二

年

三

月

東

京

都

北

区

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

第

一

条

中

「

第

四

十

三

条

第

一

号

に

掲

げ

る

福

祉

型

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

」

を

「

第

四

十

三

条

に

規

定

す

る

児

童

発

達

支

援

セ

ン

タ

ー

」

に

改

め

る

。

第

四

条

第

二

号

中

「

第

六

条

の

二

の

二

第

六

項

」

を

｢

第

六

条

の

二

の

二

第

五

項

｣

に

改

め

、

同

条

第

三

号

中

「

第

六

条

の

二

の

二

第

七

項

」

を

｢

第

六

条

の

二

の

二

第

六

項

｣

に

改

め

る

。

第

五

条

第

一

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

一

発

達

支

援

室

付

則

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。
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